
い
と
い
う
の
が
拒
否
の
理
由
で
あ
っ
た
が
、
輿
猶
堂
の
側
に
も
運
用
面
の
矛
盾

を
そ
の
ま
ま
租
法
そ
の
も
の
の
矛
盾
に
短
絡
さ
せ
て
い
る
面
が
な
い
わ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
が
逆
に
元
老
宿
徳
に
自
信
を
も
た
せ
る
結
果
に
な
っ
た
と
も
い
え

る。
結
|
負
制
は
李
朝
五
百
年
に
留
ま
ら
ず
質
は
羅
麗
以
来
の
朝
鮮
半
島
に
お
け

る
土
地
制
度
の
大
綱
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
奥
猶
堂
の
主
張
に
謝
す
る
壁
は
厚

か
っ
た
が
、
そ
れ
は
高
宗
朝
及
び
そ
れ
以
後
の
外
図
の
支
配
の
時
代
に
改
め
て

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
の
園
制

ー
!
イ
ス
ラ
ム
園
家
論
に
向
け
て
|
|

本

賓
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西
暦
一
二
五
八
年
フ
ラ
グ
・
ハ
ン
は
バ
グ
ダ
ー
ド
を
攻
略
し
、
「
信
徒
の
長
」

の
カ
リ
フ
・
ム
ス
タ
l
シ
ム
を
庭
刑
し
て
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
を
滅
ぼ
す
と
、
ィ

ル
・
ハ
ン
の
稽
械
を
採
り
、
西
ア
ジ
ア
の
地
に
新
し
い
モ
ン
ゴ
ル
政
権
を
樹
立

し
た
。
こ
の
政
権
は
嘗
時
の
ベ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は
フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
ウ
ル
ス
ハ
ロ

-5〉
と
は
モ
ン
ゴ
ル
語
で
「
民
、
園
」
を
意
味
す
る
。

フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
と
は
重
課
す
れ
ば
「
フ
ラ
グ
園
」
で
あ
る
。
で
は
こ
の
フ
ラ

グ
・
ウ
ル
ス
ハ
一
二
五
八
|
一
一
三
ニ
六
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
園
で
あ
っ
た
の

か
、
い
か
な
る
園
家
構
造
を
有
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
で
は
蛍
初
モ
ン
ゴ
ル
至
上
主
義
を
採
用
し
、
チ
ン
ギ
ス
・

ハ
ン
の
法
が
最
高
の
統
治
原
理
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
数
徒
に
コ
プ
チ
ュ
ル
と
い

う
人
頭
税
を
課
し
た
が
、
二
二
世
紀
末
年
第
七
代
イ
ル
・
ハ
ン
の
ガ
ザ
ン
・
ハ

ソ
は
自
ら
イ
ス
ラ
ム
に
改
宗
し
、
諸
々
の
改
革
を
断
行
し
て
フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス

の
イ
ス
ラ
ム
園
家
と
し
て
の
再
編
成
を
企
て
た
。

ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
以
後
の
フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
の
統
治
機
構
を
究
明
す
る
紹
好
の

ベ
ル
シ
ア
語
史
料
と
し
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ナ
フ
チ
ェ
ヴ
ァ
1
ニ

l
の
『
書
記

規
範
』

(
U
8
5円
牛
関
空
『
)
と
い
う
文
書
集
が
あ
る
。
「
書
記
の
太
陽
」
と

呼
ば
れ
た
ナ
フ
チ
ェ
ヴ
ァ
l
ニ

l
編
纂
の
本
書
が
完
成
し
た
の
は
一
三
六
六
年

で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
の
ス
ル
タ
ン
・
ウ
ヴ
ア
イ
ス
に
献
呈
し

た
。
こ
の
『
書
記
規
範
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
任
命
書
の
分
析
に
よ
り
、
先
ず

政
権
基
盤
の
軍
事
力
を
捲
う
モ
ン
ゴ
ル
部
族
、
財
政
の
任
に
嘗
る
イ
ラ
ン
人
官

僚
、
一
般
人
民
の
生
活
を
指
導
す
る
イ
λ

ラ
ム
聖
職
者
、
こ
の
三
つ
の
支
配
層

が
モ

γ
ゴ
ル
の
ハ
ン
の
権
威
の
も
と
に
、
「
園
家
」
機
構
の
中
に
組
み
こ
ま
れ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
次
に
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
の
「
園

家
」
像
を
、
以
前
の
セ
ル
ジ
ュ

l
p
朝
ス
ル
タ
ン
の
「
園
家
」
、
以
後
の
サ
フ

ア
ヴ
ィ

l
朝
シ
ャ
l
の
「
園
家
」
と
比
較
し
て
み
た
い
。
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